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【公開日】平成23年10月13日(2011.10.13)
【年通号数】公開・登録公報2011-041
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【国際特許分類】
   Ｂ３２Ｂ  15/09     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月13日(2014.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造の一部に下記式（１）で表される部位を有するジヒドロキシ化合物に由来する構造
単位を含むポリカーボネート樹脂を含む樹脂層（Ａ層）を、金属板上に設けることを特徴
とする樹脂シート被覆金属積層体。

【化１】

（但し、前記式（１）で表される部位が－ＣＨ２－Ｏ－Ｈの一部である場合を除く。）
【請求項２】
　前記ジヒドロキシ化合物が、下記式（２）で表されるジヒドロキシ化合物であることを
特徴とする請求項１に記載の樹脂シート被覆金属積層体。
【化２】

【請求項３】
　前記Ａ層の１００℃における引張弾性率が６００ＭＰａ以上、６０００ＭＰａ以下であ
ることを特徴とする請求項１または２に記載の樹脂シート被覆金属積層体。
【請求項４】
　前記Ａ層と前記金属板の層間に、着色層（Ｂ層）を設けることを特徴とする請求項１か
ら３のいずれか１項に記載の樹脂シート被覆金属積層体。
【請求項５】
　前記Ｂ層の２３℃における引張破断伸びが１００％以上、３５０％以下であることを特
徴とする請求項４に記載の樹脂シート被覆金属積層体。
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【請求項６】
　前記Ｂ層が、架橋ゴム弾性体成分を含むアクリル系樹脂を主成分とする熱可塑性樹脂を
含むことを特徴とする請求項４または５に記載の樹脂シート被覆金属積層体。
【請求項７】
　前記架橋ゴム弾性体成分が、アクリル樹脂系架橋ゴム弾性体成分を核にして、（メタ）
アクリル酸エステル系樹脂をグラフト重合して得られるコア・シェル型の共重合組成物で
あることを特徴する請求項６に記載の樹脂シート被覆金属積層体。
【請求項８】
　前記Ａ層と前記金属板の層間に、可視光透過層（Ｃ層）を設けることを特徴とする請求
項１から７のいずれか１項に記載の樹脂シート被覆金属積層体。
【請求項９】
　前記Ｃ層が、可視光透過性を有する熱可塑性樹脂及び平板状の光輝性粒子を含み、前記
平板状の光輝性粒子の含有量が前記可視光透過性を有する熱可塑性樹脂１００重量％に対
して、０．５重量％以上、５．０重量％以下であることを特徴とする請求項８に記載の樹
脂シート被覆金属積層体。
【請求項１０】
　前記Ａ層と前記金属板の層間に、印刷層（Ｄ層）を設けることを特徴とする請求項１か
ら９のいずれか１項に記載の樹脂シート被覆金属積層体。
【請求項１１】
　前記Ａ層にエンボスが付与されてなることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１
項に記載の樹脂シート被覆金属積層体。
【請求項１２】
　前記Ａ層の、前記金属板側とは反対の表面に外層（Ｅ層）を設けることを特徴とする、
請求項１から１１のいずれか１項に記載の樹脂シート被覆金属積層体。
【請求項１３】
　Ａ層のポリカーボネート樹脂１００重量部に対して、紫外線吸収剤を０．０００１重量
部以上、１重量部以下の割合で添加してなることを特徴とする、請求項１から１２のいず
れか１項に記載の樹脂シート被覆金属積層体。
【請求項１４】
　前記Ａ層からなる樹脂シート、または、前記Ａ層と、前記Ｂ層、前記Ｃ層、前記Ｄ層、
及び前記Ｅ層からなる群より選ばれた少なくとも１層とからなる樹脂シートを前記金属板
上にラミネートすることを特徴とする樹脂シート被覆金属積層体の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１から１３のいずれか１項に記載の樹脂シート被覆金属積層体を含む玄関ドア。
【請求項１６】
　請求項１から１３のいずれか１項に記載の樹脂シート被覆金属積層体を含む建材。
【請求項１７】
　請求項１から１３のいずれか１項に記載の樹脂シート被覆金属積層体を含むユニットバ
ス部材。
【請求項１８】
　請求項１から１３のいずれか１項に記載の樹脂シート被覆金属積層体を含む鋼製家具部
材。
【請求項１９】
　請求項１から１３のいずれか１項に記載の樹脂シート被覆金属積層体を含む電気電子機
器筐体。
【請求項２０】
　請求項１から１３のいずれか１項に記載の樹脂シート被覆金属積層体を含む自動車内装
材。
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